
 

報告第２号  
 

西宮市教育委員会の所管に属する一般職員等の給与に関する規則の 
一部を改正する規則制定の件 

 

 西宮市教育委員会の所管に属する一般職員等の給与に関する規則の一部を改

正する規則を制定するに当たり、教育長に対する事務委任等に関する規則第３

条第２項ただし書の規定による教育長の臨時代理により、令和６年３月２９日

に決定したので、西宮市教育委員会に報告する。 

 

  令和６年４月１０日提出 

 

西宮市教育委員会     

教育長 藤 岡 謙 一  

 
 

 西宮市教育委員会規則第１０号  
 

西宮市教育委員会の所管に属する一般職員等の給与に関する規則の 

一部を改正する規則 

 

 西宮市教育委員会の所管に属する一般職員等の給与に関する規則（昭和３

６年度西宮市教育委員会規則第４号）の一部を次のように改正する。 

 付則第１８項の表を次のように改める。 

職務の級 定額 

１級 ６，３００円。ただし、１号給５，５８０円、２号給５，６

２９円、３号給５，６７９円、４号給５，７２８円、５号

給５，７７８円、６号給５，８３６円、７号給５，８９５

円、８号給５，９５３円、９号給６，００７円、１０号給

６，０７５円、１１号給６，１３８円、１２号給６，２０

１円、１３号給６，２６４円 

２級 ７，８００円。ただし、１号給６，０９３円、２号給６，１

６０円、３号給６，２２３円、４号給６，２９５円、５号

給６，３５８円、６号給６，４２６円、７号給６，４９３

円、８号給６，５５６円、９号給６，６２８円、１０号給
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６，７０５円、１１号給６，７７７円、１２号給６，８４

４円、１３号給６，９２１円、１４号給６，９７５円、１

５号給７，０２０円、１６号給７，０６９円、１７号給７，

１２３円、１８号給７，１６４円、１９号給７，２００円、

２０号給７，２４０円、２１号給７，２９４円、２２号給

７，３４８円、２３号給７，４０２円、２４号給７，４５

２円、２５号給７，５０１円、２６号給７，５６４円、２

７号給７，６２３円、２８号給７，６８１円、２９号給７，

７３５円 

付則第２０項中「同年１２月３１日までの間」を「同年３月３１日までの間」

に改める。 

別表第２を次のように改める。 

別表第２（第４条関係） 

特別支援教育調整額の定額表 

 教育職給料表(１)適用者の定額 

職務の級 定額 

１級 ９,０００円。ただし、１号給７，９７４円、２号給８，０４

１円、３号給８，１１３円、４号給８,１８１円、５号給８,

２５３円、６号給８,３３８円、７号給８,４１９円、８号給

８,５０５円、９号給８,５８１円、１０号給８，６７６円、

１１号給８，７６６円、１２号給８,８５６円、１３号給８,

９４６円 

２級 １１,１００円。ただし、１号給８，７０３円、２号給８，７

９７円、３号給８,８９２円、４号給８,９９１円、５号給９,

０８５円、６号給９,１８０円、７号給９,２７４円、８号給

９,３６９円、９号給９,４６８円、１０号給９,５７６円、

１１号給９，６７９円、１２号給９,７７８円、１３号給９,

８８６円、１４号給９,９６３円、１５号給１０,０３０円、

１６号給１０,０９８円、１７号給１０,１７４円、１８号給

１０,２３３円、１９号給１０,２８７円、２０号給１０,３

４５円、２１号給１０,４２２円、２２号給１０，４９８円、

２３号給１０，５７５円、２４号給１０,６４７円、２５号
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給１０,７１４円、２６号給１０,８０４円、２７号給１０,

８９０円、２８号給１０,９７５円、２９号給１１,０５２円 

 

   付 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 

（参考） 

 ○提案理由 

本市の厳しい財政状況に鑑み、局長級の管理職手当について減額を令和６

年１月１日より行ってきたが、管理職手当の減額については同年３月３１日

までとし、同年４月１日から同年１２月３１日までは、給料月額で減額を行

うため。 

また、令和５年度給与改定に伴い、特別支援教育調整額の金額を改定する

ため。 
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西宮市教育委員会の所管に属する一般職員等の給与に関する規則 
改  正  案 現     行 

   付 則 

 （略） 

 

１８ 当分の間、給与条例附則第３３項の規定の適用を受ける職員に対する第４条の規定

の適用については、次の表のとおりとする。 

職務の級 定額 

１級 ６，３００円。ただし、１号給５，５８０円、２号給５，６２９円、３号

給５，６７９円、４号給５，７２８円、５号給５，７７８円、６号給５，

８３６円、７号給５，８９５円、８号給５，９５３円、９号給６，００７

円、１０号給６，０７５円、１１号給６，１３８円、１２号給６，２０１

円、１３号給６，２６４円 

 

 

２級 ７，８００円。ただし、１号給６，０９３円、２号給６，１６０円、３号

給６，２２３円、４号給６，２９５円、５号給６，３５８円、６号給６，

４２６円、７号給６，４９３円、８号給６，５５６円、９号給６，６２８

円、１０号給６，７０５円、１１号給６，７７７円、１２号給６，８４４

円、１３号給６，９２１円、１４号給６，９７５円、１５号給７，０２０

円、１６号給７，０６９円、１７号給７，１２３円、１８号給７，１６４

円、１９号給７，２００円、２０号給７，２４０円、２１号給７，２９４

円、２２号給７，３４８円、２３号給７，４０２円、２４号給７，４５２

円、２５号給７，５０１円、２６号給７，５６４円、２７号給７，６２３

円、２８号給７，６８１円、２９号給７，７３５円 

 

 

 （略） 

   付 則 

 （略） 

 

１８ 当分の間、給与条例附則第３３項の規定の適用を受ける職員に対する第４条の規定

の適用については、次の表のとおりとする。 

職務の級 定額 

１級 ６，３００円。ただし、１号給５，１７９円、２号給５，２２４円、３号給

５，２７４円、４号給５，３１９円、５号給５，３７３円、６号給５，４３

１円、７号給５，４８５円、８号給５，５４４円、９号給５，５９８円、１

０号給５，６６５円、１１号給５，７２８円、１２号給５，７８７円、１３

号給５，８４５円、１４号給５，９１３円、１５号給５，９８０円、１６号

給６，０４３円、１７号給６，１１５円、１８号給６，１８７円、１９号給

６，２６４円 

２級 ７，８００円。ただし、１号給５，６７４円、２号給５，７４２円、３号給

５，８０９円、４号給５，８７７円、５号給５，９４０円、６号給６，００

３円、７号給６，０７０円、８号給６，１３８円、９号給６，２０５円、１

０号給６，２８６円、１１号給６，３６７円、１２号給６，４５３円、１３

号給６，５３４円、１４号給６，５８８円、１５号給６，６３７円、１６号

給６，６９１円、１７号給６，７４５円、１８号給６，７９９円、１９号給

６，８５３円、２０号給６，９０３円、２１号給６，９５７円、２２号給

７，０２０円、２３号給７，０７８円、２４号給７，１３７円、２５号給

７，１８６円、２６号給７，２４９円、２７号給７，３１２円、２８号給

７，３７５円、２９号給７，４２９円、３０号給７，５１５円、３１号給

７，６００円、３２号給７，６８６円、３３号給７，７６７円 

 

（略） 
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２０ 令和６年１月１日から同年３月３１日までの間、別表第３の規定の適用については、

同表Ａの項中「１０７，０００円」とあるのは、「６４，２００円」とする。 

 

（略） 

 

別表第２（第４条関係） 

特別支援教育調整額の定額表 

 教育職給料表(１)適用者の定額 

職務の級 定額 

１級 ９,０００円。ただし、１号給７，９７４円、２号給８，０４１円、３号給８，

１１３円、４号給８,１８１円、５号給８,２５３円、６号給８,３３８円、７号

給８,４１９円、８号給８,５０５円、９号給８,５８１円、１０号給８，６７６

円、１１号給８，７６６円、１２号給８,８５６円、１３号給８,９４６円 

 

 

２級 １１,１００円。ただし、１号給８，７０３円、２号給８，７９７円、３号給

８,８９２円、４号給８,９９１円、５号給９,０８５円、６号給９,１８０円、

７号給９,２７４円、８号給９,３６９円、９号給９,４６８円、１０号給９,５

７６円、１１号給９，６７９円、１２号給９,７７８円、１３号給９,８８６

円、１４号給９,９６３円、１５号給１０,０３０円、１６号給１０,０９８円、

１７号給１０,１７４円、１８号給１０,２３３円、１９号給１０,２８７円、２

０号給１０,３４５円、２１号給１０,４２２円、２２号給１０，４９８円、２

３号給１０，５７５円、２４号給１０,６４７円、２５号給１０,７１４円、２

６号給１０,８０４円、２７号給１０,８９０円、２８号給１０,９７５円、２９

号給１１,０５２円 

 

 

２０ 令和６年１月１日から同年１２月３１日までの間、別表第３の規定の適用について

は、同表Ａの項中「１０７，０００円」とあるのは、「６４，２００円」とする。 

 

（略） 

 

別表第２（第４条関係） 

特別支援教育調整額の定額表 

 教育職給料表(１)適用者の定額 

職務の級 定額 

１級 ９,０００円。ただし、１号給７，３９８円、２号給７，４６５円、３号給７，５

３３円、４号給７,６００円、５号給７,６７２円、６号給７,７５８円、７号給７,

８３９円、８号給７,９２０円、９号給７,９９６円、１０号給８，０９１円、１

１号給８，１８１円、１２号給８,２６６円、１３号給８,３５２円、１４号給８,

４４６円、１５号給８,５４１円、１６号給８,６３５円、１７号給８,７３４円、

１８号給８,８３８円、１９号給８,９５０円 

２級 １１,１００円。ただし、１号給８，１０９円、２号給８，２０３円、３号給８,

２９８円、４号給８,３９７円、５号給８,４８７円、６号給８,５７７円、７号給

８,６７１円、８号給８,７６６円、９号給８,８６５円、１０号給８,９８２円、

１１号給９，０９９円、１２号給９,２１６円、１３号給９,３３３円、１４号給

９,４０９円、１５号給９,４８１円、１６号給９,５５８円、１７号給９,６３９

円、１８号給９,７１１円、１９号給９,７８７円、２０号給９,８５９円、２１号

給９,９４０円、２２号給１０，０２６円、２３号給１０，１１１円、２４号給１

０,１９７円、２５号給１０,２６４円、２６号給１０,３５４円、２７号給１０,

４４４円、２８号給１０,５３４円、２９号給１０,６１５円、３０号給１０,７３

７円、３１号給１０,８５８円、３２号給１０,９８０円、３３号給１１，０９７

円 
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別表第３（第５条関係） 

管理職手当支給基準表 

区分 支給範囲 支給額 

Ａ 

行政職給料表７級に決定されている職員及び教

育職給料表の適用を受けている職員で、教育次

長、担当理事、理事の役職名を有するもの 

１０７,０００円 

                                        

（略） 

                                        

 

 

（略） 

 

 

 

別表第３（第５条関係） 

管理職手当支給基準表 

区分 支給範囲 支給額 

Ａ 

行政職給料表７級に決定されている職員及び教

育職給料表の適用を受けている職員で、教育次

長、担当理事、理事の役職名を有するもの 

１０７,０００円 

                                         

（略） 

                                         

 

 

（略） 
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